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平成２７年度第３回千葉市自転車等駐車対策協議会 

 

日 時：平成 28 年 2 月 25 日（木） 

                 午後１時３０分より 

 

場 所：千葉テックビル３Ｆ 

（一財）道路管理センター千葉支部会議室 

 

 

次       第 

 

１ 開  会 

 ２ 議  題 

（１）第２次千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計画（案） 

 

・パブリックコメント手続きにおける意見の概要と市の考え方について 

 

・総合計画（案）のサブタイトルについて 

 

 

３ 閉  会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

保科主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午後１時３０分 開会 

 

 

 

ただ今から「平成 27 年度第 3 回千葉市自転車等駐車対策協議会」を開会させ 

ていただきます。 

本日は、委員の皆様にはご多忙のところ、ご出席いただきまして誠にありがと 

うございます。 

まず、本日の会議は公開といたします。 

 会議に入ります前に、千葉市自転車等の放置防止に関する条例施行規則第 18 

条第 6 号により、委員の過半数が出席しておりますので、本協議会は成立して 

おりますことを報告いたします。 

 

ここで、委員の変更がございましたので、報告させていただきます。 

 公益財団法人自転車駐車場整備センター様、千葉県警察本部千葉市警察部様に 

おかれましては、それぞれ平成 27 年 12 月 9 日、平成 28 年 2 月 8 日付異動があ 

りましたので、「千葉市自転車等の放置防止に関する条例」第 19 条第 3 項の規定 

に基づきまして、報告いたします。 

新委員は、公益財団法人自転車駐車場整備センター 専務理事 大藤 朗委員、 

千葉県警察本部千葉市警察部総務課長 鈴木 和幸委員です。本日は所用のため、 

企画調整係長 宮﨑様が代理でご出席されております。 

任期は前任者の残任期間とし、平成 28 年 6 月 6 日まででございます。 

それでは「千葉市自転車等の放置防止に関する条例」第 19 条第 3 項の規定に 

基づきまして市長より本協議会委員を委嘱させていただきます。 

なお、委嘱状ですが、本来は委員の皆様に個々に交付させていただくところで 

すが、会議時間の関係上、大変失礼とは存じますが、お手元のクリアファイルに 

てあらかじめ机上に置かせていただいておりますので、ご査収いただきますよう 

お願い申し上げます。 

 本日ご出席いただきました委員のご紹介につきましては、お配りした出席者名 

簿と席次表をもって代えさせて頂きます。 

なお、公益財団法人自転車駐車場整備センター 大藤 朗委員、千葉市青少年育 

成委員会会長会 小川 稲子委員、千葉市ＰＴＡ連絡協議会 植田 亜矢子委員につ 

きましては本日所用のため欠席となっております。 

続きまして、事務局職員を紹介いたします。 

 

（事務局職員紹介） 
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小川課長 

 

保科主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

榛澤会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保科主査 

 

 

榛澤会長 

 

 

なお、土木部長の佐藤ですが、議会中のため、欠席させていただいております。

会議に先立ちまして課長の小川よりご挨拶させていただきます。 

 

（課長挨拶） 

 

それでは、会議をはじめさせていただきます。 

議事に入ります前に、お手元の資料のご確認をお願いいたします。 

会議次第、出席者名簿、席次表、Ａ４の冊子「第２次総合計画（案）」、Ａ３の 

大きさを添付した資料１、Ａ４の大きさ２枚の資料２、Ａ４の大きさ１枚の資料 

３となります。 

参考資料として、黄色い表紙の冊子、現計画である「千葉市自転車等の駐車対 

策に関する総合計画」、「千葉市自転車等の放置防止に関する条例及び同施行規則」 

をお配りさせていただいております。よろしいでしょうか。 

議事に移らせていただきますが、施行規則第 5 項により、議長は会長が務める 

こととなっております。 

それでは、よろしくお願いいたします。 

 

皆さん、改めましてこんにちは。榛澤でございます。規定により議長を努めさ 

せていただきます。この協議会は、鴻崎副会長さんをはじめ委員皆様方のご協力 

をいただき、議事を進めて参りたいと存じますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、会議次第に従いまして進行させていただきます。 

議事に入ります前に、議事録署名人を指名させていただきます。 

社団法人千葉県バス協会の花﨑委員と、千葉商工会議所の古谷委員にお願いい 

たします。 

 

それでは、議題「第２次千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計画（案）、 

パブリックコメント実施に関わる意見の概要と市の考え方について」に移ります。 

この内容について、事務局より説明をお願いします。 

なお、質疑は説明後に行います。 

 

第２次千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計画(案)、パブリックコメント 

実施に関わる意見の概要と市の考え方 No．1～12 について、資料 1 により説明。 

 

一度ここで締めさせていただきます。今のご説明に対して、何かご意見など 

ございますか。 
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保科主査 

 

 

榛澤会長 

 

 

 

保科主査 

 

 

清水主任技師 

 

 

榛澤会長 

 

 

 

保科主査 

 

榛澤会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブリックコメントでいただいたご意見をまとめて、市の考え方を説明してい 

ただきましたが、ご意見をいただいた方にはどのような対応をされるのですか。 

 

個別にはご回答はしません。本日説明させていただいているこの資料をホーム 

ページで公開させていただきます。 

 

 ありがとうございました。 

 質問が特にないようであれば、先に進めさせていただきます。 

 では、次の説明をお願いします。 

 

第２次千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計画(案)、パブリックコメント 

実施に関わる意見の概要と市の考え方 No．13～21 について、資料 1 により説明。 

 

第２次千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計画(案)、パブリックコメント 

実施に関わる意見の概要と市の考え方 No．19 について、資料 2 により説明。 

 

 今日は、第２次千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計画に対しての審議と 

なりますので、資料 2 については、こういう事を行っていますという報告という 

ことでよろしいですね。 

 

はい。 

 

 それでは、No.13～21 につきまして、何かご質問などはありますか。 

 私から一つ言わせていただきます。放置自転車対策というのは、県警、安全協 

会、鉄道事業者、自治体行政等と連携して行っていますので、そこは追加した方 

がいいと思います。たとえば、「関係機関と協力して」などの文言を追加すると 

いうことでよろしいですか。 

 なお、「撤去の継続をお願いします。」というご意見に対しての答えで、市は 

撤去を止めるといっているわけではありませんので、ここに少し文言を補充した 

いと思います。 

 

では、議題「第２次千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計画（案）、パブ 

リックコメント実施に関わる意見の概要と市の考え方について」、当協議会とし 

て了承することでよろしいですか。 

  

［異議なしの声］ 



 6 

 

榛澤会長 

 

 

 

宮﨑氏 

 

 

榛澤会長 

 

 

 

 

保科主査 

 

 

 

 

榛澤会長 

 

 

 

保科主査 

 

榛澤会長 

 

 

 

小川課長 

 

 

 

 

 

 

榛澤会長 

 

ありがとうございました。 

 次に資料 2 について、何かご質問などはございますか。県警さん、何かありま 

すか。県警では安全利用五則ということで行っていますね。 

 

 とても分かりやすいと思います。子供でも老人でも、歩行者を大事にするなど 

の３つの約束で、非常に分かりやすいと思います。 

 

分かりました。 

一つ加えさせていただきますと、シンクタンクからの提言ですが市の対応する 

考え方があると思いますので、別途対応を添付していただけたらと思います。 

 これに対しては皆さん、賛成ですね。 

 

 こういったご意見をいただきまして、ご紹介させていただきまして、協議会と 

してもこの内容に賛同されるということをもちまして、まちづくり未来研究所さ 

んとのやりとりの際に、これを踏まえたお答えをさせていただきたいと思ってお 

ります。 

 

では次の議題「総合計画（案）のサブタイトルについて」に移ります。 

この内容について、事務局より説明をお願いします。 

なお、質疑は説明後に行います。 

 

議題「総合計画（案）のサブタイトルについて」、資料 3 により説明。 

 

ありがとうございました。何かご質問などございますか。 

要するに、今までの黄色い冊子のようではなく、次はちばチャリＰプランとい 

うことにして、ちばチャリマークを用いた絵を表紙に入れたいということです。 

 

今、皆様のお手元にお配りしてある冊子が説明した絵が入っている物です。 

ただ、現時点では、製本をするときに表紙にカラー印刷を入れるのは、色が出に 

くいため難しいということなので、表紙を開くとお配りした冊子のちばチャリマ 

ークの絵が出てくるという形に製本させていただきたいと思います。シンボルマ 

ークとして、今後ちばチャリＰプランということで使用していきたいと考えてお 

ります。 

 

表紙の色は黄色ですか。 
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小川課長 

 

 

 

 

榛澤会長 

 

小川課長 

 

 

 

 

 

 

榛澤会長 

 

 

 

 

 

 

 

榛澤会長 

 

 

 

 

小西委員 

 

 

 

 

小川課長 

 

 

 

 色について、次は何色にしようかということも考えたのですが、千葉市では色 

々な計画を出しているので、今度色を変えると、他の部署で行っている計画と間 

違えてしまうかもしれないため、基本的には現計画と同じように黄色系の色を考 

えております。 

 

 表紙に絵を入れるということにはならないのですか。 

 

 そういう案もありましたが、今は表紙を開けた次のページに入れる予定です。 

いずれにしても、このちばチャリＰプランの絵は何らかの形で取り入れたいと 

考えております。 

 また、製本の際に印刷会社と協議し、会長さんにもご相談させていただきたい 

と思います。なお、軽微な表現修正などについても会長さんに相談させていただ 

きたいと思います。 

 

 今、事務局からもありましたように、軽微な表現修正などは、私と事務局扱い 

とさせていただければと思います。よろしいですか。 

 何か他にございますか。 

特にご意見など無ければ、議題「総合計画（案）のサブタイトルについて」、 

当協議会として了承することでよろしいですか。 

 

［異議なしの声］ 

 

ありがとうございました。 

 

以上で本日の議題は終了しましたが、ここで何か全体的にご意見はございます 

か。 

 

ちばチャリ３つの約束に載せなくていいのですが、自治体の方にも感謝してい 

るのですが、自転車の乗り方で歩道の走り方や車道の走り方からいろいろありま 

すが、交差点を渡る時、自転車に乗っていたら車道を、横断歩道を渡るなら自転 

車を降りて渡るのですよね。その辺はどうなのですか。 

 

横断歩道に歩行者がいれば自転車を降りて渡り、歩行者がいなければ徐行して 

渡るということだと思います。横断帯があれば横断帯を渡るということになりま 

す。横断帯は自転車に乗って渡ってもいいです。 
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榛澤会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小川課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保科主査 

 

 

 

この件につきましては、今、自転車の教育を小学校から中学校、高校、それと 

安全協会でも交通安全教室でやっておりますので、守るところは守っていただけ 

るようにお願いしたいと思います。 

他に何かございますか。ございませんでしたら、本日の内容はこれで締めさせ 

ていただきます。 

皆様方のご協力により、この放置自転車対策に関しまして、「第２次千葉市自 

転車等の駐車対策に関する総合計画」ができましたことを感謝いたします。 

また市の方は、市民シンクタンクの提言に対しても今後も続けていただければ 

と思います。 

 

本日、ご出席いただきました委員の皆様方には長時間にわたり、誠にありがと 

うございました。 

これで議題を全て終了いたしましたので、事務局の方に進行をお返しします。 

 

ありがとうございました。 

今回皆様にご審議いただいた内容をもちまして、いくつかのご意見をいただき 

ましたが、この点につきましては軽微な変更ということで、先ほどご承認をいた 

だきましたが、会長さんの了承を得て、微調整をしようと考えております。修正 

を加えた内容をもちまして、来月３月下旬に第２次の総合計画として公表に至り 

ます。委員の皆様には、年３回と長期にわたりご審議いただきましたこと、まこ 

とにありがとうございました。 

 

話は変わりますが、本年 6 月に今期委員の皆様の委嘱期限を迎えます。その節 

は全員の方に改めて委員の委嘱が必要となりますので、ご交代となられる方もい 

らっしゃるかと思いますが、その節は、また、ご協力いただきますようお願い申 

し上げます。 

 

これを持ちまして、平成 27 年度第 3 回千葉市自転車等駐車対策協議会を閉会さ 

せていただきます。 

 本日は、長時間にわたり、ありがとうございました。 

 

 

 

午後２時２０分 閉会 
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 上記、会議録は、事実と相違ないことを確認し、ここに署名押印する。 

 

議事録署名人 

 

会長                  印 

 

委員                  印 

 

委員                  印 

 


